
 

 

総務委員会委員長報告 

 

総務委員会における審査の経過並びに結果について、ご報告

申し上げます。 

 

 本委員会に付託されました案件は、甲第９６号議案岡山市副

市長定数条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 

 

 この審査に当たりましては、当局の説明を聴取し、慎重に審

査いたしました結果、全会一致で原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 

以上で、総務委員会の報告を終わります。 


